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 ・支援を受ける期間に休学中である者  

・独立行政法人日本学術振興会特別研究員  

・SGC-NEXUSプログラムに採択されている者  

なお、受給期間中に、上記「対象とならない者」のいずれかに該当することとなった場合は受給
資格を失うものとします。 



  

2 

 

 

  

  

  

  

  

  


